
第２回 今後のパートタイム労働対策に関する研究会 議論の概要 

 

１ 日時 平成 23年３月７日（月）10:00～12:00 

２ 場所 厚生労働省共用第８会議室（６Ｆ） 

３ 出席者 

  今野座長、浅倉委員、黒澤委員、権丈委員、佐藤委員、水町委員、山川委

員（敬称略・五十音順（座長を除く。）） 

４ 概要 

【委員の報告】 

○  イギリスでは、ＥＵ指令を受けてパートタイム労働規則が制定されたが、

まだ、あまり機能していない。 

 

○  イギリスの２０１０年平等法においては、個人が雇用審判所に提訴した場

合、ＡＣＡＳで斡旋が試みられ、かなりの紛争がこの段階で決着している。

同一価値労働かどうかについて裁判所が審査することは極めて難しいので、

あらかじめＡＣＡＳにおいて選任された「独立専門家」に裁判所が委託をし

て、比較対象の男性労働者と同一価値労働であるか報告書の提出を求め、そ

の報告書を採用するかどうかを裁判所が判断している。 

 

○  イギリスでは、賃金が差別的であると認められると雇用契約の中に平等条

項が読み込まれることとなり、契約内容が修正されるという救済が行われる

が、救済が強力であるがゆえに比較対象者の選定が難しく、かつ比較対象者

が現実にいなければならないという両面がある。 

 

○  イギリスにおいても職務評価を法律で義務づけているわけではない。客観

的で公正な職務評価を使用者が導入していることは、訴訟の中では使用者に

とって有利に働くこととされている。 

 

○  イギリスでは、個別訴訟をサポートするツールが豊富である。申立人が証

拠を収集して、自分が差別されたと訴えなければならないが、そのために使

用者に対してなぜ比較対象者よりも自分が低賃金であるかについて質問で

きるシステムがある。 

 

○  イギリスでは、男女間の賃金格差データを収集し、格差がある場合は、格

差の原因を調査し、格差を縮小するアクションプランを策定し、実施し、モ

ニタリングするという「平等賃金レビュー」を推奨している。 

 

○  イギリスの２０１０年平等法においては、２５０人以上の民間企業につい

ては、将来的にジェンダー賃金格差を公表すべきであるという規定が設けら
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れ、今後数年間の準備期間をおいて実施することとされている。 

 

○  異なる企業と契約を締結している男女間の労働者を比較できるかという

問題については、ＥＵでは、男女間の賃金格差が生じているものが同一の財

源であるかどうかで判断される。 

 

○  イギリスにおいて「性以外の真に実質的な要因」がある場合には、賃金格

差があっても正当化されるが、「知識・技能水準」「責任」「環境」など職務

自体が必要とするファクターがあり、その中には勤務時間や勤務場所にどれ

だけ柔軟に対応できるかという差異も正当化事由になるという判決がある。

また、「勤続年数」「教育訓練」「技能や資格」「生産性」の差異など労働者個

人の属性のファクターがあり、勤務の長さについては経験と密接な関連があ

るから正当化事由になるという判決がある。人手不足の職に労働者を誘因す

るために高い賃金を払わなければならない場合など労働市場など外的なフ

ァクターが持ち出される場合もある。 

 

○  イギリスの地方自治体が、全ての職種に統一的な職務評価を適用し、女性

職の低賃金を是正しようとしたが、今まで賃金が高かった男性職の賃金を引

き下げなければならなくなり、激変緩和のために一定期間に限って男性職の

引き下げを猶予して特別な保護を行ったところ、それが女性差別に当たり正

当化を認めないという判決がある。これを受けて２０１０年平等法において、

将来的には賃金格差を縮減するという長期的な目的のための措置について

は合法であるとの規定が設けられた。 

 

○  フランスにおいては、パートタイム労働者の平等原則が広範に適用されて

いるが、実際の解釈は柔軟になされており、報酬に関しては報酬比例原則で

あるが、例えば食券については昼休みをはさんで働く人にだけ支給すること

が認められている。 

 

○  フランスにおいても賃金格差を正当化する客観的理由の中身がかなり広

く認められる傾向にある。提供された労働の質、在職期間（勤続年数）、キ

ャリアコース、企業内での法的状況、採用の必要性などの違いが、個別判例

の中で正当化理由として認められている。例えば、２つのキャリアコースを

設けて、今の仕事は同じであるが、将来のキャリアコースの展開が異なると

いう位置づけは客観的な理由となり得るとされており、今の日本の職能給の

ようなキャリア別の給与制度ができてきていて、それを客観的理由として認

めていこうという方向がみられる。また、労働協約がある場合には、客観的

理由として認められやすい傾向がみられるが、むしろ労働協約なり労働組合

との合意の中で差別が生み出されていないかということが言われ始めてい



る。 

 

○  ドイツにおいては、分割できる給付については、時間比例で減額したもの

でよいこととされ、食事手当や社員食堂など分割できない給付については、

全部給付すべきこととされている。 

 

○  ドイツにおいては、基本給については学歴や資格、格付けが違う場合には、

異なる取扱いをすることについて広く客観的な理由が認められている。 

 

○  パートと有期と派遣について、ヨーロッパでは大体統一的な規制を及ぼし

ているが、請負労働者等を含めて非正規的な労働者については、全体的な視

点から総合的・連続的に対策を講じることが重要である。 

 

○  フランスやドイツでは、法律の条文上はいわゆる同一労働同一待遇原則に

より比較可能な労働者が必要となるが、運用では比較可能な労働者要件を飛

ばして、客観的理由のない不利益取扱いを禁止することとされている。同一

労働同一賃金は職務給制度ではうまくいくが、職能給のようなキャリア制度

ではうまく当てはまらず、より一般性の高い客観的理由のない不利益取扱い

禁止の形で法原則を運用している。 

 

○  差別的取扱い禁止の例外として認められる客観的理由については、①職務

に関連する基本給・職務手当については、職務の異同により判断、②勤続年

数と結びついた給付については、勤続年数の異同により判断、③ボーナスな

ど会社への貢献に対する給付については、会社への貢献度の異同により判断、

④同じ会社、場所で働くメンバーシップに対して支給される給付については、

同じ会社、同じ場所で働くことの意味で判断することが現実的かつ合理的で

あると考えるが、その他⑥雇用保障についても考慮していくことが必要であ

る。 

 

○  合理的理由の有無を判断する際の労使合意の意味については、当事者の予

測可能性や実態に合った判断をする意味で重要であるが、非正規労働者も代

表されているかという手続の公正さを担保した上で、最終的に事後的に裁判

所が公正か不公正かをチェックすることが重要であると考える。 

 

○  オランダでは、パート労働が低スキルの仕事だけではなく、様々な業種、

職種で利用されており、また、フルタイムとパートタイムの間を移動するこ

とができパート労働が特定の人に固定していない。法律上は、1996年に労働

時間に基づく差別が禁止され、2000年の労働時間調整法により、労働者が労

働時間の延長、短縮を申請することができるようになっているが、法律上だ



けではなく、実態としても均等待遇が確保されている。 

 

○  オランダは、1人当たり労働時間は短く、より多くの人が働く参加型社会

であり、ワーク・ライフ・バランスの実現度も高いが、日本は、労働時間が

長く、限られた人が働く分業型社会である。オランダでは、パートタイム労

働も標準的働き方として認め、労働時間選択の自由度を高めることにより、

ワーク・ライフ・バランスに対応している。 

 

【議論】 

○ フランス・ドイツの経験から得られる重要な示唆は、同じ仕事でも企業が

期待することが異なれば、不利益取扱いの「合理的理由」は異なる。売上手

当であろうが、勤続手当であろうが、いろいろな設計の仕方があるが、合理

的な理由をもってフルタイム、パートタイムに適用していればよい。 

 

○ パートタイム労働者の待遇の改善や、差別への対応について、各国では 2

つの方法、即ち、同一(価値)労働同一賃金と、雇用形態を理由とする差別禁

止がある。ある意味でいちばん極端なのが日本で、同一性というものを厳格

に考えて、かつ例外を許さない(パートタイム労働法第 8条)。他方で、雇用

形態を理由とする差別だけを要件として、例外を非常に広く認める方法もあ

る。その中間形態として、比較可能性をどの位強く見るかということがある。

要件が厳しければ厳しいほど、適用対象は狭くなり、かつ例外を認める必要

がなくなるが、要件が広ければ、逆に例外が広くなり、その例外についての

立証責任が違ってくる。 

 

○  パート差別の問題が、男女差別の問題とされたり、雇用形態差別の問題と

されたりする外国では、履行確保が裁判所中心になることが多いが、一方で

は、その限界も指摘されており、例えば、イギリスの平等賃金レビューとい

ったポジティブアクション的な発想が出てきつつある。あるいは労使合意の

意味を、限界もあるにせよ、様々持たせたりしている。ただし、パートタイ

ム労働者のキャリアアップをして地位を改善させていくという発想はそれ

程ない。いずれにしても、政策の選択肢としては参考になるところが多い。 

 

○ フランスとドイツでは、基本的に、労働協約上職務給制度が確立し、パー

トタイムとフルタイムに同じように客観的に適用されているため、基本給が

問題とされている判例はほとんどないが、最近、各種手当が増えてきており、

客観的理由の有無は柔軟に判断されるべきと判例上言われている。 

 

○  フランスでは、裁判で同一労働同一賃金を選択した場合に、裁判所がそれ

を全面から認めることもあれば、これは例外があるから、同一労働だが違う



賃金でいいという場合もある。一方、裁判でパート差別を禁止する条文を選

択することもあり、実際上は客観的理由の判断も重なりつつあるが、訴訟上

の武器としては、両方ある。 

 

○  フランス、ドイツの産業別協約賃金は最低ラインを決めており、あとはフ

リンジしていく。しかも、いまの職務給は、全体としてブロードバンドをし

ており、レンジが非常に大きくなっている。日本は恐らくここで問題になっ

ているのではないか。 

 

○  非常に雑ぱくなイメージで言うと、フランス、ドイツの基本給については、

かなり広く客観的理由が認められる。基本給の勘案要素として、単に職務だ

けではなく、ドイツでは学歴、勤続年数、経験、キャリアコースといろいろ

なものがあり得、それは合理的理由になり得るという運用がかなり広くなさ

れている。このため、例えば、2つの基本給制度がキャリアの違いにより設

定されていて、確かにキャリアの違いで運用しているというのであれば、こ

れは合理的理由になるが、その他の手当では、どのような要素に関連するか

により、個別に判断される。 

 

○  雇用形態がパートタイムとフルタイムのいずれであろうが、ともかく比較

はできるのである。同じレンジの中で、交渉も同じである場合、両者の比較

ができ、しかし、その場合の格差に係る正当な理由については、フランスで

も使用者側が立証しなければいけない。なお、フランスでは、要素の差異と

格差とのバランスについて、均衡の議論は聞いたことがない。合理的理由の

中で柔軟に判断し、後は all or nothing。 

 

○  イギリスの使用者の抗弁のうち、「職務自体が必要とする可動性」に関し、

どの位必要とされていればよいのか。これまでの研究結果を踏まえると、ア

メリカ・日本型は会社が必要とする、ヨーロッパ型は、職務が必要とすると

いった違いはあると思う。つまり、使用者が自由に職務を設計できるとなる

と、職務が必要とするというのは、使用者が必要とするということになる。 

 

○  フランスの判例を見る限りでは、キャリアコースによって賃金制度を変え 

るのは、先端的な動きで大企業を中心に新たに見られるものである。協約プラ

スアルファをどのような制度設計にするかというので、職務給制度の協約に職

務給のような手当をプラスするか、それとも職務給制度は、額としての最低保

障であって、プラスアルファは賃金制度をダイナミックに変えて、成果給的な

手当を入れようか。後者の動きがだんだん強まるにつれ紛争が起こり、紛争に

なってみると、会社側の合理的な説明やイニシアチブをかなり重視しようとい

うのが最近の判例の動きではないか。 



 

○  ６～７年前にフランスのあるソフトウエア会社のシステムエンジニアの賃

金を調べたところ、産業別協約賃金では人が集まらないため、格付けの作り

方の参考にするだけであった。協約賃金にはいろいろな機能がある。 

 

○  2000年の EU雇用均等一般枠組み指令等で、雇用形態は別にして、人種、年

齢、障害等も含めた雇用差別をヨーロッパ全体でなくしていこうという枠組

みの中で、裁判所が差別の認定や救済方法を判断するのは難しいので、専門

の行政機関に裁量を与えて柔軟な救済をしていくというのが 1つの大きな流

れである。雇用形態差別も日本はそう単純でないとすれば、行政 ADRのよう

なものを設定するかどうか、尐し先を見た議論として考えることが重要。 

 

 


